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令
和
５
年
度
各
会
計
補
正
予
算
等
を
審
議
す
る

第
３
回
定
例
会
は
、
９
月
１
日
招
集
さ
れ
、
町
長

よ
り
提
案
さ
れ
た
議
案
の
説
明
を
受
け
、
一
般
会

計
補
正
予
算
１
件
の
審
議
を
行
っ
た
後
、
議
案
調

査
の
た
め
、
休
会
し
ま
し
た
。

　
４
日
に
は
決
算
特
別
委
員
会
に
お
い
て
決
算
審

査
を
行
い
、
11
日
に
再
開
し
、
６
名
の
議
員
に
よ

り
町
政
各
般
に
わ
た
り
一
般
質
問
が
行
わ
れ
、
引

き
続
い
て
議
案
の
審
議
を
行
い
、
９
月
15
日
閉
会

し
ま
し
た
。

令
和
５
年
度
各
会
計
補
正
予
算
５
件
及
び
そ
の

他
８
件
は
原
案
可
決
、
認
定
９
件
は
認
定
議
決
、

人
事
２
件
は
同
意
議
決
と
な
り
ま
し
た
。

《
補
正
予
算
》

○
令
和
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

　

義
務
教
育
学
校
建
設
工
事
費
２
億
３
千
８
百

38
万
１
千
円
を
追
加
補
正
し
ま
し
た
。

○
令
和
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

　

財
政
調
整
基
金
積
立
金
１
億
５
千
万
円
及
び
学

校
整
備
基
金
積
立
金
８
千
万
円
等
を
追
加
補
正
し

ま
し
た
。

○
令
和
５
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

　
算

　

基
金
積
立
金
２
千
２
百
万
円
等
を
追
加
補
正
し

ま
し
た
。

○
工
事
請
負
契
約
の
締
結

　

岩
内
町
義
務
教
育
学
校
建
設
校
舎
・
屋
体
棟
大

規
模
改
修
（
建
築
主
体
）
工
事
に
係
る
工
事
請
負

契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

○
工
事
請
負
契
約
の
締
結

　

岩
内
町
義
務
教
育
学
校
建
設
電
気
設
備
工
事
に

係
る
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
決
め
ま

し
た
。

○
工
事
請
負
契
約
の
締
結

　

岩
内
町
義
務
教
育
学
校
建
設
機
械
設
備
工
事
に

係
る
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
決
め
ま

し
た
。

《
認

　
　
定
》

○
令
和
４
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定

○
令
和
４
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳

　
出
決
算
認
定

○
令
和
４
年
度
臨
海
部
土
地
造
成
事
業
特
別
会
計

　
歳
入
歳
出
決
算
認
定

○
令
和
４
年
度
公
共
用
地
先
行
取
得
事
業
特
別
会

　
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定

○
令
和
４
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

　
算
認
定

○
令
和
４
年
度
深
層
水
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

　
決
算
認
定

○
令
和
４
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入

　
歳
出
決
算
認
定

○
令
和
４
年
度
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定

○
令
和
４
年
度
下
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定

  

令
和
４
年
度
各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
を
認
定
し

ま
し
た
。

○
令
和
５
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

　

介
護
給
付
費
国
庫
負
担
金
超
過
交
付
返
納
金

２
千
６
百
17
万
６
千
円
等
を
追
加
補
正
し
ま
し

た
。

○
令
和
５
年
度
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

　

一
般
会
計
出
資
金
１
百
72
万
５
千
円
を
追
加
補

正
し
ま
し
た
。

《
そ
の
他
》

○
財
産
の
処
分

　

地
域
に
お
け
る
産
業
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

岩
内
港
工
業
団
地
の
土
地
の
一
部
を
処
分
し
ま
し

た
。

○
岩
内
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
の

　
一
部
変
更

　

岩
内
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
の

一
部
変
更
を
す
る
た
め
、
法
の
規
定
に
基
づ
き
議

決
し
ま
し
た
。

○
北
海
道
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約
の
変

　
更

　

北
海
道
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
か
ら
規
約

の
一
部
変
更
に
つ
い
て
協
議
が
あ
り
議
決
し
ま
し

た
。

○
損
害
賠
償
の
額
の
決
定

　

自
動
車
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
を
賠
償
し
ま
し

た
。

○
工
事
請
負
契
約
の
締
結

　

岩
内
町
義
務
教
育
学
校
建
設
校
舎
・
屋
体
棟
増

築
（
建
築
主
体
）
工
事
に
係
る
工
事
請
負
契
約
を

締
結
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

審
議
し
た
案
件

《
そ
の
他
》

第３回 定例会 報告

《
認

　
　
定
》
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《
人

　
　
事
》

○
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任
命
同
意

　

三
浦
宣
彦
氏
の
任
命
に
同
意
し
ま
し
た
。

○
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意

　

小
澤
る
み
子
氏
の
任
命
に
同
意
し
ま
し
た
。

　

意
見
案
２
件
は
原
案
可
決
、
陳
情
１
件
は
み
な

し
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

○
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
特
例
措
置
の
継
続
を

　

求
め
る
意
見
書

○
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
特
例
措
置
の
継
続
を

　

求
め
る
陳
情

○
国
土
強
靱
化
に
資
す
る
社
会
資
本
整
備
等
に
関

　

す
る
意
見
書

　

意
見
書
は
、
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

　

意
見
書
の
内
容
は
、12
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

《
人

　
　
事
》

審
議
し
た
意
見
書
・
陳
情

第３回定例会議案

池池
田田
　　
光光
行行

三三
浦浦
　　
富富
彦彦

栗栗
林林
　　
英英
之之

永永
井井
　　
　　
明明

本本
間間
　　
勝勝
美美

中中
家家
　　
正正
希希

村村
田田
　　
丈丈
明明

岩岩
城城
　　
　　
幹幹

志志
賀賀
　　
　　
昇昇

金金
沢沢
志志
津津
夫夫

谷谷
口口
　　
雅雅
史史

奈奈
良良
　　
初初
枝枝

大大
田田
　　
　　
勤勤

佐佐
藤藤
　　
英英
行行

大大
石石
　　
美美
雪雪

令和５年度⼀般会計補正予算（第５号） 原案可決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⽋ ⽋ ✕✕
令和５年度⼀般会計補正予算（第６号） 原案可決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ✕✕
令和５年度国⺠健康保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ○

令和５年度⽔道事業会計補正予算（第２号） 原案可決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕
⼯事請負契約の締結 原案可決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ✕✕
⼯事請負契約の締結 原案可決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ✕✕
⼯事請負契約の締結 原案可決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ✕✕
⼯事請負契約の締結 原案可決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ✕✕
令和４年度⼀般会計歳⼊歳出決算認定 認定議決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ✕✕
令和４年度国⺠健康保険特別会計歳⼊歳出決算認定 認定議決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ✕✕
令和４年度臨海部⼟地造成事業特別会計歳⼊歳出決算認定 認定議決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ✕✕
令和４年度介護保険特別会計歳⼊歳出決算認定 認定議決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ○

令和４年度深層⽔事業特別会計歳⼊歳出決算認定 認定議決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ○

令和４年度後期⾼齢者医療特別会計歳⼊歳出決算認定 認定議決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ✕✕
令和４年度⽔道事業会計決算認定 認定議決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ✕✕
令和４年度下⽔道事業会計決算認定 認定議決 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕✕ ○ ○

賛賛否否がが分分かかれれたた案案件件一一覧覧　　

※全員賛成の議案は、掲載していません。また、永井 明議⻑は採決には加わりません。（可否が同数となった場合は、議⻑が裁決します。）

 賛否の分かれた議案について、各議員の賛否結果を掲載しています。

賛成：○ 反対：× ⽋席：⽋

日日
本本
共共
産産
党党

市市
民民
自自
治治
をを

  
考考
ええ
るる
会会

革革
新新
クク
ララ
ブブ

件           名 審議結果

志志　　政政　　クク　　ララ　　ブブ

新新
政政
クク
ララ
ブブ

公公明明党党
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１
．
こ
れ
ま
で
売
却
し
た

町
有
財
産
の
主
な
箇
所
と
売

却
益
、
収
入
の
使
途
に
つ
い

て
伺
う
。

　
２
．
現
在
、
町
が
保
有
す

る
売
却
可
能
な
土
地
・
建
物
、

不
動
産
は
ど
れ
く
ら
い
あ
る

の
か
。
今
後
売
却
が
予
定
さ

れ
る
箇
所
と
売
却
益
は
い
く

ら
と
算
定
さ
れ
て
い
る
か
。

　
３
．
工
業
団
地
な
ど
今
あ

る
町
有
地
を
活
用
し
て
、
企

業
誘
致
活
動
に
必
要
な
予
算

も
増
額
し
、
企
業
誘
致
を
積

極
的
に
推
進
す
る
べ
き
と
思

う
が
、
町
の
考
え
は
。

　
１
．
平
成
26
年
度
か
ら
売

却
し
た
土
地
は
31
箇
所
約

83
万
２
千
６
百
㎡
、
建
物
は

５
箇
所
６
棟
で
、
収
入
は
合

は
売
却
対
象
と
し
て
い
な
い
。

　
３
．
企
業
誘
致
に
係
る
予

算
額
の
推
移
は
、
令
和
３
年

度
30
万
６
千
円
、
４
年
度

百
39
万
１
千
円
、
５
年
度
は

工
場
等
立
地
費
補
助
金
を
含

む
千
５
百
17
万
６
千
円
と
予

算
面
で
の
確
保
に
努
め
て
い

る
。
ま
た
、
㈱
ロ
ー
ソ
ン

フ
ァ
ー
ム
北
海
道
岩
内
の
企

業
誘
致
や
、
㈱
オ
カ
ム
ラ
食

品
工
業
及
び
日
本
サ
ー
モ
ン

フ
ァ
ー
ム
㈱
と
ト
ラ
ウ
ト

サ
ー
モ
ン
養
殖
事
業
で
の
企

業
誘
致
を
前
提
と
し
た
試
験

事
業
な
ど
に
取
り
組
ん
で
お

り
、
今
後
の
事
業
展
開
に
期

待
を
寄
せ
て
い
る
。
引
き
続

き
、
企
業
誘
致
や
事
業
者
支

援
を
積
極
的
に
進
め
る
と
と

も
に
、
稼
ぐ
町
い
わ
な
い
の

醸
成
に
努
め
る
。

わ
せ
て
２
億
４
千
８
万
円
。

主
な
箇
所
は
、
旧
役
場
庁
舎

敷
地
や
ス
キ
ー
場
用
地
及
び

建
物
、
東
大
浜
団
地
跡
地
、

旧
水
産
研
修
セ
ン
タ
ー
の
敷

地
及
び
建
物
な
ど
。使
途
は
、

一
般
財
源
を
必
要
と
す
る
事

業
の
財
源
と
し
て
活
用
す
る

ほ
か
、
決
算
剰
余
金
と
な
っ

た
場
合
は
財
政
調
整
基
金
積

立
金
の
財
源
な
ど
。

　
２
．
売
却
方
針
の
団
地
跡

地
は
14
箇
所
、
８
万
７
千
22

㎡
、
売
却
収
入
は
４
億
９
千

５
百
74
万
円
を
見
込
む
。
団

地
跡
地
以
外
で
売
却
可
能
な

土
地
は
６
箇
所
、
１
万
45
㎡
、

売
却
収
入
は
５
千
２
百
46
万

円
を
見
込
む
。
売
却
予
定
箇

所
と
売
却
益
は
、
今
年
度
は

東
相
生
団
地
跡
地
を
分
譲
し

て
お
り
、
次
年
度
以
降
も
宅

地
等
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
な

が
ら
売
却
を
進
め
る
。
建
物

　
１
．
来
町
さ
れ
る
観
光
客

の
都
道
府
県
別
な
ど
の
把
握

や
意
見
・
要
望
・
苦
情
な
ど

の
対
応
は
。

　
２
．
地
場
産
品
や
景
勝
地

な
ど
町
の
Ｐ
Ｒ
と
観
光
地
を

全
国
に
ど
の
よ
う
に
発
信
し

て
い
る
の
か
。

　
３
．
外
国
人
観
光
客
へ
の

勧
誘
や
受
入
れ
態
勢
な
ど
町

の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
政
策
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

　
４
．
観
光
と
地
場
産
業
の

振
興
は
車
の
両
輪
と
思
う

が
、
具
体
的
な
施
策
は
。

　
５
．
既
存
の
道
の
駅
は
手

狭
だ
が
、
新
た
な
道
の
駅
の

建
設
に
向
け
た
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
。

　
６
．
円
山
リ
ゾ
ー
ト
開
発

の
進
捗
状
況
と
町
の
対
応

は
。

　
１
．
町
内
の
宿
泊
施
設
で

道
内
外
に
分
け
宿
泊
者
数
を

把
握
し
て
い
る
が
、
日
帰
り

客
の
区
別
は
把
握
し
て
い
な

い
た
め
、
本
年
度
に
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
を

活
用
し
た
人
流
調
査
を
行

う
。
ま
た
、
苦
情
等
は
、
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
客
か
ら
町
へ
は

特
に
寄
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

  　
２
．
町
の
地
場
産
品
は
ふ

る
さ
と
納
税
で
の
各
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
や
専
門
誌
で
、
観

光
情
報
も
併
せ
情
報
発
信
し

て
い
る
ほ
か
、
11
月
に
は
岩

宇
４
町
村
合
同
で
東
京
都
で

の
物
産
展
の
開
催
を
予
定
し

て
い
る
。
観
光
面
は
主
に
観

光
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
や
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
情
報
発
信
し
て
い
る
ほ

か
、
情
報
誌
の
英
語
版
も
作

成
す
る
な
ど
、
イ
ン
バ
ウ
ン

ド
客
に
対
し
て
も
情
報
発
信

し
て
い
る
。

  　
３
．
誘
客
を
図
る
た
め
の

ア
ク
セ
ス
面
で
の
調
査
や
検

討
が
必
要
に
な
る
も
の
と
認

金
　
沢

　
志
津
夫 

議
員

町
有
財
産
の
売
却
を
加
速
的
に

　
　
　

 

推
進
し
企
業
誘
致
も

一般質問とは　本会議において議員が、執行機関に対し、町政各般にわたり、執行状況や町の将来の方針などについて質問するものです。
　　　　　　　（※会派に属さない議員及び各会派１名としています。ただし、５名以上で組織する会派は複数名としています。）

９月11日～13日　６名の議員による一般質問が行われました。
紙面の都合上、再質問・再々質問を含め要約・省略をしています。

町
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
政
策
は
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中
　
家

　
正

　
希 

議
員

町
政
運
営
に
つ
い
て

　
１
．
過
去
５
か
年
の
人
口

の
推
移
と
減
少
率
の
推
移
及

び
今
後
の
見
通
し
は
。ま
た
、

人
口
減
少
の
要
因
と
そ
の
対

策
及
び
そ
の
効
果
は
。

　
２
．
岩
内
協
会
病
院
の
診

療
科
の
増
設
や
専
門
医
・
常

勤
医
の
増
員
等
医
療
体
制
の

さ
ら
な
る
充
実
の
た
め
の
有

効
な
取
組
状
況
と
そ
の
成
果

は
。

　
３
．
国
道
５
号
線
の
稲
穂

ト
ン
ネ
ル
の
老
朽
化
が
著
し

い
が
、
災
害
事
故
時
等
の
際

の
代
替
ト
ン
ネ
ル
確
保
の
た

め
の
取
組
は
。

　

ま
た
、
北
海
道
横
断
自
動

車
道
の
倶
知
安
・
黒
松
内
間

の
早
期
着
工
の
た
め
の
取
組

状
況
は
。

　
４
．
文
化
・
芸
術
・
ス
ポ

ー
ツ
関
連
の
大
会
や
合
宿
の

取
組
状
況
は
。

　
５
．
介
護
人
材
の
確
保
・

定
着
に
向
け
た
、
新
規
就
労

時
や
就
労
年
数
に
応
じ
た

奨
励
金
制
度
の
創
設
、
町
民

の
介
護
へ
の
理
解
促
進
や
イ

メ
ー
ジ
向
上
に
関
す
る
事
業

の
推
進
等
の
取
組
の
必
要
性

に
つ
い
て
の
見
解
は
。

　

１
．
人
口
及
び
減
少
率
の

推
移
と
今
後
の
見
通
し
は
、

平
成
31
年
は
１
２
，
４
７
３

人
、
減
少
率
２
．
30
％
。
令

和
２
年
は
１
２
，
１
７
８
人
、

同
２
．
37
％
。
３
年
は
１
１
，

８
１
４
人
、
同
２
．
99
％
。

４
年
は
１
１
，
５
２
７
人
、

同
２
．
43
％
。
５
年
は
１
１
，

２
２
２
人
、
同
２
．
65
％
。

減
少
傾
向
が
続
く
と
想
定
す

る
。

　

人
口
減
少
の
要
因
と
そ
の

対
策
、
効
果
は
、
日
本
の
総

識
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

本
年
は
、
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー

に
よ
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調

査
を
行
う
こ
と
と
し
て
お

り
、
結
果
を
踏
ま
え
、
対
策

を
検
討
す
る
。

　
　
４
．
歴
史
的
ス
ト
ー
リ
ー
、

漁
師
町
と
し
て
の
食
文
化
な

ど
、
農
業
、
漁
業
、
水
産
加

工
業
な
ど
の
各
産
業
と
食
を

掛
け
合
わ
せ
た
「
い
わ
な
い

産
」
の
魅
力
発
信
と
、
自
然

の
豊
か
さ
や
歴
史
、
文
化
な

ど
を
活
か
し
な
が
ら
、
「
食

と
観
光
」
に
よ
る
地
域
活
性

化
と
稼
ぐ
町
い
わ
な
い
の
醸

成
を
図
る
た
め
産
業
振
興
プ

ラ
ン
を
策
定
中
で
あ
り
、
主

な
施
策
は
本
計
画
の
中
で
具

体
的
に
お
示
し
で
き
る
よ
う

作
業
を
進
め
て
い
る
。

　
　
５
．
現
在
策
定
中
の
立
地

適
正
化
計
画
や
町
へ
の
来
訪

を
促
す
た
め
の
目
的
づ
く
り

な
ど
を
具
体
化
す
る
産
業
振

興
プ
ラ
ン
の
結
果
を
踏
ま

え
、
新
た
な
道
の
駅
構
想
や

建
設
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
策
定
に

繋
げ
て
い
く
。

　
　
６
．
ユ
キ
カ
ム
イ
㈱
が
策

定
し
た
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
よ
り
進
め
ら
れ
て
い
た

が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
遅
れ

が
生
じ
た
た
め
改
訂
作
業
を

進
め
て
い
る
と
伺
っ
て
い

る
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
客
は
、

経
済
効
果
が
期
待
で
き
る
反

面
、
言
語
や
風
習
、
文
化
な

ど
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
時
々
の
諸
問
題
に
対
し
て

の
課
題
解
決
が
必
要
に
な
る

の
で
、
国
や
道
、
各
観
光
関

連
事
業
者
な
ど
と
連
携
を
図

り
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
た

対
策
を
講
じ
て
い
く
。

人
口
が
減
少
し
て
い
る
状
況

に
加
え
、
都
市
部
へ
の
人
口

流
出
及
び
少
子
高
齢
化
等
が

影
響
し
て
い
る
。

　

総
合
戦
略
を
策
定
し
取
り

組
ん
で
い
る
が
、
現
時
点
で

は
効
果
が
十
分
に
現
れ
て
お

ら
ず
、
引
き
続
き
、
事
業
の

着
実
な
推
進
、
検
証
に
努
め

る
。

　
２
．
岩
宇
４
町
村
に
よ
る

要
望
活
動
の
成
果
に
よ
り
、

本
年
４
月
よ
り
消
化
器
内
科

医
師
１
名
が
派
遣
さ
れ
た
。

ま
た
、
現
在
開
設
し
て
い
る

診
療
科
の
継
続
、
常
勤
医
師
・

看
護
師
等
の
確
保
に
努
め
る

よ
う
要
請
し
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
本
年
８
月
よ
り
内
科

医
師
１
名
を
採
用
。
さ
ら
に

は
、
出
張
医
の
派
遣
協
力
を

受
け
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
充

実
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
３
．
後
志
総
合
開
発
期
成

会
な
ど
に
よ
る
要
望
活
動
に

お
い
て
、
国
道
５
号
の
代
替

路
と
な
る
倶
知
安
余
市
道
路

の
整
備
促
進
や
道
路
予
算
の

確
保
、
黒
松
内
・
倶
知
安
間

の
調
査
促
進
を
要
望
し
て
お

り
、
４
年
度
に
は
蘭
越
・
倶

知
安
間
の
計
画
段
階
評
価
が

着
手
さ
れ
た
。
今
後
も
、
各

期
成
会
に
お
い
て
道
や
関
係

団
体
と
連
携
し
、
効
果
的
な

要
望
活
動
が
な
さ
れ
る
よ
う

努
め
る
。

　
５
．
新
た
な
人
材
確
保
が

急
務
で
あ
り
、
令
和
３
年
度

よ
り
、
介
護
職
員
初
任
者
研

修
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

　

今
後
も
、
国
や
道
の
各
種

支
援
策
の
周
知
や
利
用
促
進

を
図
り
、
資
格
取
得
時
の
費

用
助
成
や
奨
励
金
制
度
の
検

討
、
介
護
職
員
の
確
保
や
職

場
定
着
に
向
け
取
り
組
む
。

　
４
．
本
格
的
に
合
宿
等
を

受
け
入
れ
る
に
は
、
環
境
整

備
な
ど
の
課
題
と
相
手
方
の

ニ
ー
ズ
の
把
握
も
必
要
な
こ

と
か
ら
、
町
長
部
局
や
関
係

団
体
と
の
検
討
、
協
議
を
進

め
、
可
能
性
に
つ
い
て
模
索

す
る
。

■
教
育
長
■
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年
度
６
７
１
ｔ
。
余
市
町

は
２
年
度
１
０
２
ｔ
、
３

年
度
１
７
７
ｔ
、
４
年
度

２
８
３
ｔ
。
寿
都
町
は
２

年
度
１
５
０
ｔ
、
３
年
度

２
２
８
ｔ
、
４
年
度
63
ｔ
。

漁
獲
量
の
比
較
は
、
海
域
の

状
況
が
異
な
る
た
め
、
一
概

に
は
で
き
な
い
が
、
後
志
南

部
地
域
で
は
、
平
成
20
年
度

よ
り
種
苗
放
流
を
行
っ
て
お

り
、
徐
々
に
資
源
の
復
活
に

繋
が
っ
て
い
る
。

　
　
３
．
国
内
で
の
違
法
か
つ

過
剰
に
採
捕
さ
れ
た
水
産
動

植
物
の
流
通
防
止
を
目
的
。

町
で
は
、
岩
内
郡
漁
協
・
仲

卸
事
業
者
が
、
国
か
ら
付
与

さ
れ
た
番
号
を
流
通
の
際
に

包
装
等
へ
表
示
し
、
規
制
を

強
化
。

　
４
．
漁
協
に
お
い
て
、
毎

年
種
苗
放
流
を
し
て
い
る
ほ

か
、
漁
協
漁
業
権
行
使
規

則
に
お
け
る
出
荷
サ
イ
ズ

１
０
０
ｇ
以
上
を
、
１
５
０

ｇ
以
上
と
し
、
資
源
保
護
に

よ
り
資
源
状
況
は
現
在
の
と

こ
ろ
問
題
は
な
い
と
伺
っ
て

い
る
。　

　
５
．
国
や
道
の
補
助
金
申

水
産
業
の
振
興
に
つ
い
て

　
１
．
海
洋
深
層
水
の
活
用

検
証
が
行
わ
れ
て
い
る
ト
ラ

ウ
ト
サ
ー
モ
ン
養
殖
試
験
事

業
の
現
在
ま
で
の
状
況
と
今

後
の
展
望
は
。

　
２
．
過
去
３
か
年
の
町
沿

岸
の
ニ
シ
ン
の
漁
獲
量
及
び

石
狩
市
・
小
樽
市
・
余
市
町
・

寿
都
町
の
沿
岸
の
漁
獲
量
と

の
比
較
は
。
ま
た
、
町
沿
岸

の
ニ
シ
ン
の
漁
獲
量
の
増
大

の
た
め
の
取
組
状
況
と
そ
の

成
果
は
。

　
３
．「
特
定
水
産
動
植
物

等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等

に
関
す
る
法
律
」
の
内
容
及

び
町
の
漁
業
に
お
け
る
適
用

状
況
は
。

　
４
．
町
沿
岸
の
ナ
マ
コ
類

の
資
源
状
況
及
び
資
源
の
維

持
増
大
の
た
め
の
取
組
状
況

と
そ
の
成
果
は
。

　
５
．
町
内
の
水
産
加
工
場

の
生
産
効
率
化
の
た
め
の
Ｉ

Ｃ
Ｔ
等
先
端
技
術
や
機
械
の

導
入
に
関
す
る
町
の
支
援
状

況
及
び
新
製
品
開
発
の
た
め

の
支
援
状
況
と
そ
の
成
果

は
。

　
６
．
町
の
漁
業
・
水
産
加

工
業
の
担
い
手
や
働
き
手
の

確
保
の
た
め
の
対
策
は
。
ま

た
、
人
手
不
足
解
消
の
た
め

外
国
人
労
働
者
を
雇
用
す
る

場
合
、
効
果
的
な
支
援
を
行

う
べ
き
だ
が
、
見
解
は
。

　
１
．
海
面
養
殖
し
た
サ
ー

モ
ン
に
比
べ
成
長
速
度
が
や

や
劣
る
も
の
の
、
栄
養
成
分

値
に
差
異
は
な
か
っ
た
。
今

後
は
、
出
荷
調
整
試
験
や
加

工
品
の
試
作
な
ど
に
取
り
組

む
。

　
２
．
町
の
漁
獲
量
は
、
令

和
２
年
度
９
ｔ
、
３
年
度
５

ｔ
、
４
年
度
８
ｔ
。
石
狩

市
は
２
年
度
１
，
４
７
６

ｔ
、
３
年
度
２
，
６
９
９

ｔ
、
４
年
度
２
，
０
８
２
ｔ
。

小
樽
市
は
２
年
度
２
５
８

ｔ
、
３
年
度
８
２
７
ｔ
、
４

請
手
続
に
係
る
支
援
を
行

い
、
過
去
５
年
間
で
５
社
が

機
械
導
入
の
補
助
採
択
を
受

け
て
い
る
。

　

新
製
品
開
発
の
支
援
は
、

過
去
５
年
間
で
９
社
に
行

い
、
１
社
２
商
品
が
商
品
化

に
繋
が
っ
て
い
る
。

　
６
．
昨
今
の
物
価
高
騰
や

電
気
料
高
騰
対
策
に
よ
る
側

面
か
ら
の
支
援
を
行
い
な
が

ら
、
各
事
業
者
の
経
営
基
盤

の
強
化
に
繋
が
る
よ
う
努
め

て
き
た
。

　

ま
た
、
一
定
数
の
技
能
実

習
生
を
受
け
入
れ
て
い
る

が
、
住
居
の
改
修
に
係
る
費

用
負
担
の
課
題
が
あ
る
た

め
、
町
と
し
て
は
住
居
改
修

へ
の
支
援
な
ど
を
調
査
し
て

い
る
。

いわない議会だより　アプリで閲覧できます
　広報紙配信アプリ「マチイロ」のアプリをダウンロードし、「お住まいの地域」に「岩内町」
を登録すると、いわない議会だより（令和４年５月（第１５６号）発行分から）がアプリから
閲覧できます。（ダウンロードは表紙から）

一般質問の全文は、町のホームページ内

「岩内町議会」のページにて公開して

おりますので、ご覧ください。

町公式ＨＰ : https://www.town.iwanai.hokkaido.jp
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が
了
承
さ
れ
、
日
本
で
は
年

内
に
も
保
険
適
用
さ
れ
る
見

込
み
で
あ
り
、
「
高
額
医
療

費
制
度
」
が
適
用
さ
れ
る
と

み
ら
れ
て
い
る
が
、
投
与
の

対
象
者
に
該
当
す
る
か
を
調

べ
る
た
め
の
画
像
検
査
は
保

険
適
用
外
。
町
民
周
知
や
、

検
査
費
用
の
一
部
補
助
な
ど

を
考
え
て
い
く
べ
き
。
見
解

は
。

　
１
．
要
介
護
認
定
の
実
施

状
況
か
ら
、
８
月
末
現
在
で

４
９
７
人
、
65
歳
以
上
に
占

め
る
割
合
は
、
11
．
５
％
。

　

２
０
２
５
年
の
予
測
及
び

対
策
は
、
25
年
老
年
人
口
比

率
が
37
．
８
％
、
高
齢
者
人

口
が
３
，
８
７
４
人
。
30
年

39
．
７
％
、
３
，
５
６
８
人
。

35
年
41
．
７
％
、
３
，
２
６

４
人
で
あ
り
、
率
は
上
昇
が

続
く
が
、
人
口
は
減
少
し
て

　
１
．
現
在
、
認
知
症
と
認

め
ら
れ
る
方
の
人
数
と
割

合
、
２
０
２
５
年
「
超
高
齢

化
社
会
」
の
際
の
そ
の
予
測

と
対
策
は
。

　
２
．「
岩
内
町
認
知
症
ケ

ア
パ
ス
」
が
町
民
に
Ｐ
Ｒ
さ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
相
談

窓
口
を
町
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
か

ら
見
つ
け
に
く
く
、
サ
ー
ビ

ス
の
内
容
が
探
せ
な
い
と
聞

く
。
今
後
の
対
策
は
。

　
３
．
医
療
機
関
で
の
認
知

症
無
料
検
診
「
も
の
わ
す
れ

予
防
検
診
」
を
実
施
し
て
い

る
自
治
体
が
あ
る
。
町
で
も

積
極
的
に
行
う
べ
き
と
思
う

が
、
見
解
は
。

　
４
．
認
知
症
の
新
薬
「
レ

カ
ネ
マ
ブ
」
が
厚
生
労
働
省

部
会
に
お
い
て
、
製
造
販
売

い
く
見
込
み
で
あ
り
、
認
知

症
の
方
の
人
数
は
、
減
少
し

て
い
く
と
予
測
す
る
。

　

対
策
は
、
町
介
護
保
険
事

業
計
画
で
、
認
知
症
に
関
す

る
各
職
種
の
役
割
分
担
や
関

係
機
関
の
効
果
的
な
連
携
の

在
り
方
な
ど
相
互
に
考
え
を

共
有
し
な
が
ら
、
認
知
症
の

方
に
対
す
る
支
援
体
制
を
構

築
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。

　
２
．
制
度
に
係
る
周
知
方

法
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
検
索

性
に
つ
い
て
、
利
用
者
や
関

係
者
か
ら
の
意
見
等
も
踏
ま

え
、
工
夫
し
て
い
く
。

　
３
．
認
知
症
無
料
検
診
を

実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
あ

る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る

が
、
医
療
機
関
の
協
力
も
必

要
な
こ
と
、
関
連
予
算
の
確

保
等
も
踏
ま
え
、
現
時
点
で

導
入
予
定
は
な
い
。

岩
内
町
の

  　

 

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

い
、検
査
助
成
に
つ
い
て
は
、

国
や
道
、
他
市
町
村
の
動
向

を
踏
ま
え
、
新
薬
の
ニ
ー
ズ

も
把
握
し
、
判
断
し
た
い
。

　
４
．
認
知
症
の
新
薬
の
承

認
後
、
新
薬
の
取
り
扱
い
、

高
額
療
養
費
制
度
の
適
用
の

町
民
へ
の
丁
寧
な
説
明
を
行

栗
　
林

　
英

　
之 

議
員

認
知
症
施
策
の
推
進
に
つ
い
て

い
、
市
街
地
に
お
け
る
人
口

の
低
密
度
化
や
拡
大
す
る
住

宅
地
の
集
約
、
災
害
リ
ス
ク

に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
協

議
頂
い
た
。

　

今
後
は
、
今
年
度
２
回
、

令
和
６
年
度
に
２
回
程
度
の

開
催
を
基
本
に
、意
見
等
は
、

作
業
部
会
に
お
い
て
協
議
を

行
い
、
計
画
へ
の
反
映
を
検

討
す
る
。

　
３
．
引
き
続
き
、
町
政
を

担
う
こ
と
が
で
き
た
暁
に

は
、
ポ
イ
ン
ト
付
与
の
手
法

や
具
体
的
な
健
康
づ
く
り
プ

ロ
グ
ラ
ム
内
容
な
ど
、
岩
内

モ
デ
ル
の
「
健
康
ポ
イ
ン
ト

制
度
」
に
つ
い
て
検
討
を
進

め
る
。

　
４
．
町
の
中
心
拠
点
整
備

は
、
長
期
的
視
点
に
立
ち
、

町
の
動
静
や
諸
課
題
な
ど
、

様
々
な
社
会
情
勢
の
変
化
を

見
極
め
な
が
ら
、
時
期
を
見

定
め
て
計
画
的
に
転
換
を
図

る
べ
き
と
考
え
る
。
町
の
未

来
に
向
け
て
力
強
い
産
業
基

盤
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
を

目
的
に
、
立
地
適
正
化
計
画

や
産
業
振
興
プ
ラ
ン
の
策
定

を
進
め
る
も
の
で
あ
り
、
登

載
さ
れ
る
施
策
等
の
計
画
的

　
４
．
町
長
は
、
立
地
適
正

化
計
画
に
基
づ
い
た
中
心
市

街
地
の
変
革
に
よ
っ
て
生
ま

れ
る
敷
地
を
、
50
年
に
一
度

の
大
転
換
と
捉
え
、
稼
ぐ
町

い
わ
な
い
の
新
た
な
町
の

構
想
を
検
討
す
る
と
発
言
。

「
50
年
に
一
度
の
大
転
換
」

と
「
稼
ぐ
町
い
わ
な
い
」
の

構
想
と
展
望
は
。

　
１
．
町
ま
ち
づ
く
り
検
討

会
は
、
学
識
者
や
福
祉
、
医

療
、
商
業
、
観
光
、
地
域
交

通
、
不
動
産
、
町
内
会
・
自

治
会
、
教
育
等
の
各
分
野
に

お
け
る
有
識
者
に
加
え
、
一

般
公
募
や
移
住
者
を
含
め
た

18
名
に
よ
り
構
成
。

　

２
月
に
第
一
回
目
を
開
催

し
、
基
礎
デ
ー
タ
の
収
集
・

分
析
結
果
や
、
ヒ
ア
リ
ン

グ
調
査
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
結
果
に
つ
い
て
報
告
を
行

　
１
．
立
地
適
正
化
計
画
の

検
討
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
構

成
や
決
定
し
た
事
項
と
課

題
、
今
後
の
進
め
方
は
。

　
２
．
既
存
の
学
校
に
は
、

エ
ア
コ
ン
は
な
い
。
熱
中
症

警
戒
ア
ラ
ー
ト
が
発
令
さ
れ

た
場
合
の
休
校
や
夏
休
み
期

間
の
延
長
、
冷
風
機
の
設
置

な
ど
の
検
討
が
必
要
。
町
の

見
解
は
。

　
３
．
木
村
町
長
は
２
期
目

の
出
馬
の
公
約
に
、
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
等
を
健
康
ポ
イ
ン
ト

化
す
る
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
、

「(
仮
称)

い
わ
な
い
健
康

ポ
イ
ン
ト
」
を
検
討
し
、「
健

康
循
環
型
社
会
」
の
仕
組
み

づ
く
り
、
岩
内
モ
デ
ル
を
検

討
す
る
と
し
て
い
る
。
た
ら

丸
ポ
イ
ン
ト
の
活
用
が
最
適

と
思
わ
れ
る
が
、
見
解
は
。
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自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
で

　
　
　
　
　

 

安
心
な
運
転
を

犠
牲
者
の
追
悼
・
慰
霊
の
場

を
町
と
し
て
設
け
る
べ
き
と

考
え
る
が
、
町
と
し
て
の
考

え
は
。

　
３
．
９
月
26
日
を
メ
モ
リ

ア
ル
デ
ー
に
制
定
す
る
考
え

は
。

　
１
．
災
害
復
興
対
策
に
全

精
力
を
注
い
で
き
た
こ
と

や
、
ご
遺
族
や
被
災
者
の
苦

し
く
辛
い
心
情
に
配
慮
し
た

た
め
と
推
察
す
る
。

　
２
．
発
災
か
ら
の
「
時
」

の
経
過
を
考
慮
す
る
と
、
新

た
に
記
念
碑
な
ど
を
設
け
る

考
え
に
は
至
っ
て
い
な
い

が
、
犠
牲
者
の
鎮
魂
と
「
復

興
70
周
年
」
の
節
目
に
あ
た

る
令
和
６
年
に
は
、
記
念
式

典
や
講
演
会
な
ど
を
開
催
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
３
．
70
周
年
の
節
目
に
あ

た
る
６
年
中
に
、
町
独
自
の

「
追
悼･

復
興･

防
災
の
日
」

制
定
の
あ
り
方
の
検
討
を
進

め
、
地
域
防
災
力
の
向
上
、

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
て
い
く
。

な
実
施
が
「
50
年
に
一
度
の

大
転
換
」
と
「
稼
ぐ
町
い
わ

な
い
」
の
醸
成
に
な
る
と
考

え
て
い
る
。

　
２
．
予
防
対
策
に
万
全
を

期
す
と
と
も
に
、
国
に
お
け

る
支
援
策
の
新
た
な
動
き
な

ど
も
注
視
し
な
が
ら
検
討
を

進
め
る
。

　

町
は
昭
和
29
年
の
大
火
に

お
い
て
甚
大
な
被
害
を
被
る

と
と
も
に
貴
重
な
体
験
、
教

訓
を
得
た
。
体
験
を
今
後
ど

の
よ
う
に
活
用
し
て
い
け
る

か
の
調
査
研
究
を
重
ね
、
後

世
に
伝
え
る
た
め
の
町
の
正

式
な
資
料
文
書
と
し
て
保
存

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
思

わ
れ
る
。

　
１
．
35
名
も
の
死
者
が
出

て
、
災
害
の
犠
牲
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
方
々
を
追
悼

し
慰
霊
す
る
儀
式
が
な
ぜ
行

わ
れ
な
か
っ
た
の
か
。

　

昭
和
31
年
９
月
26
日
に
大

火
殉
難
者
合
同
慰
霊
祭
が
一

度
行
わ
れ
て
以
来
今
日
ま
で

全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
２
．
来
年
は
大
火
発
生
以

来
ち
ょ
う
ど
70
年
の
節
目
の

年
に
あ
た
る
。
こ
れ
を
機
に

■
教
育
長
■

　

自
転
車
を
運
転
す
る
際

は
、
運
転
す
る
方
が
ヘ
ル

メ
ッ
ト
を
か
ぶ
る
こ
と
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
同
乗
す

る
方
に
も
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か

ぶ
ら
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
保

護
者
等
の
方
は
、
児
童
や
幼

児
が
自
転
車
を
運
転
す
る
際

は
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
ら

せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
１
．
自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ

ト
の
努
力
義
務
化
に
つ
い
て

ご
所
見
は
。

　
２
．
今
回
、
全
て
の
運
転

者
へ
の
自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ

ト
の
努
力
義
務
化
ま
で
き

た
。
是
非
、
町
民
の
皆
さ
ん

の
安
全
の
観
点
か
ら
補
助
金

支
給
の
実
施
が
で
き
な
い

か
。

　
１
．
２
．
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着

用
の
努
力
義
務
化
は
、
利
用

者
の
事
故
被
害
の
軽
減
や
安

全
性
の
向
上
な
ど
に
資
す
る

も
の
で
あ
り
、
警
察
署
、
町

交
通
安
全
推
進
委
員
会
や
町

交
通
安
全
協
会
な
ど
の
関
係

団
体
と
連
携
を
図
り
、
着
用

率
向
上
を
高
め
る
様
々
な
交

通
安
全
運
動
に
取
り
組
み
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
購
入
助
成
制

度
を
行
っ
て
い
る
自
治
体
の

情
報
収
集
に
努
め
、
購
入
助

成
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

谷
　
口

　
雅

　
史 

議
員

岩
内
大
火
を
振
り
返
っ
て
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終
と
り
ま
と
め
」
は
承
知
し

て
い
る
の
か
。
マ
イ
ナ
保
険

証
を
持
た
な
い
全
員
に
申
請

な
し
で
資
格
確
認
書
を
交
付

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
。

　
７
．
23
年
度
地
方
交
付
税

の
算
定
は
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
交

付
率
が
反
映
か
。
交
付
率

77
．
１
％
は
上
位
に
入
る
の

か
。
今
後
、
交
付
率
が
反
映

す
る
の
か
。
そ
の
場
合
の
交

付
税
推
計
は
。

　
８
．
カ
ー
ド
を
持
た
な
い

被
保
険
者
の
全
員
に
資
格
確

認
書
交
付
の
徹
底
を
。

　
１
．
登
録
は
、
所
有
者
自

身
が
手
続
き
を
行
う
こ
と
か

ら
、
全
体
の
申
請
数
に
つ
い

て
把
握
で
き
な
い
。

　
　
２
．
令
和
５
年
８
月
末
の

の
策
定
は
。

　
７
．
収
骨
室
に
ク
ー
ラ
ー
、

ス
ポ
ッ
ト
ク
ー
ラ
ー
、
冷
風

機
等
の
設
置
を
。

　
８
．「
労
働
環
境
の
改
善
」

は
職
員
の
た
め
だ
け
で
は
な

く
、
会
葬
者
の
安
全
に
も
繋

が
る
の
で
は
な
い
の
か
。

　
１
．
７
月
15
件
、
８
月
18

件
。

　
２
．
22
日
。

　
３
．
火
葬
炉
の
作
業
中
に

は
扇
風
機
で
、
収
骨
を
行
う

炉
前
ホ
ー
ル
は
、扉
を
開
け
、

外
気
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、

シ
ー
リ
ン
グ
フ
ァ
ン
を
使
用

す
る
な
ど
、
対
策
を
講
じ
て

い
る
。

　
４
．
温
度
設
定
機
能
は
な

い
。

 
 

１
．
令
和
４
年
霊
苑
使
用

実
績
７
・
８
・
９
月
計
51
件
。

３
年
同
62
件
。
５
年
同
月
の

霊
苑
使
用
実
績
は
。

　
２
．
今
年
７
・
８
月
の
夏

日
で
の
使
用
日
数
は
。

　
３
．
待
合
室
は
ク
ー
ラ
ー

設
置
だ
が
、
火
葬
炉
作
業
者

の
暑
さ
対
策
、
会
葬
者
の
収

骨
室
で
の
対
策
は
。

　
４
．
シ
ー
リ
ン
グ
フ
ァ
ン

の
温
度
設
定
は
何
度
ま
で

か
。

　
５
．
今
年
７
月
は
気
温
30

度
超
５
日
、
８
月
は
18
日
の

計
23
日
。
炉
の
裏
側
で
の
作

業
温
度
は
何
度
か
。
作
業
職

員
の
暑
さ
対
策
は
。

　
６
．
ク
ー
ラ
ー
も
無
く

シ
ー
リ
ン
グ
フ
ァ
ン
だ
け
の

火
葬
作
業
で
の
労
働
災
害
防

止
対
策
は
。
危
害
防
止
基
準

岩
内
町
霊
苑
収
骨
室
に
ク
ー
ラ
ー
等
設
置
で

 

会
葬
者
の
安
全
を　

ス
ポ
ッ
ト
ク
ー
ラ
ー
で

       

火
葬
労
働
者
の
労
働
環
境
の
改
善
を

返
納
届
数
は
５
件
。

　
３
．
町
国
民
健
康
保
険
に

つ
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳

シ
ス
テ
ム
と
被
保
険
者
情
報

が
自
動
連
携
さ
れ
、
誤
登
録

が
生
じ
な
い
こ
と
か
ら
、
デ

ジ
タ
ル
庁
か
ら
「
点
検
の
必

要
な
し
」
と
示
さ
れ
た
。

　
４
．
５
．
町
以
外
の
他
保

険
者
で
は
点
検
作
業
実
施
と

認
識
し
、
来
年
秋
の
健
康
保

険
証
一
体
化
ま
で
に
は
、
国

の
責
任
に
お
い
て
こ
の
状
況

が
解
消
さ
れ
る
と
考
え
る
。

　
６
．
デ
ジ
タ
ル
庁
が
公
表

し
た
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
と
健
康
保
険
証
の
一
体
化

に
関
す
る
検
討
会
」
の
結
果

に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い

る
。
資
格
確
認
書
は
、
当
分

の
間
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
保

有
し
て
い
な
い
者
そ
の
他
保

険
者
が
必
要
と
認
め
た
者
に

つ
い
て
は
、
本
人
の
申
請
に

よ
ら
ず
、
保
険
者
が
交
付
す

る
運
用
が
示
さ
れ
た
。

　
７
．
本
年
７
月
の
普
通
交

付
税
の
算
定
で
は
、
５
月
31

日
時
点
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
保
有
枚
数
が
算
定
数

値
と
し
て
用
い
ら
れ
、
保
有

枚
数
率
は
、
67
．
83
％
と
な

り
、
４
百
42
万
６
千
円
が
基

礎
部
分
と
し
て
算
定
さ
れ

た
。
今
後
の
交
付
率
の
反
映

と
推
計
は
、
例
年
、
国
の
地

方
財
政
対
策
は
12
月
下
旬
に

発
表
さ
れ
、
６
年
度
の
普
通

交
付
税
に
交
付
率
を
反
映
す

る
と
の
情
報
は
現
時
点
で
示

さ
れ
て
い
な
い
が
、
今
後
の

国
の
動
向
に
注
視
す
る
。

　
８
．
町
国
民
健
康
保
険
に

お
け
る
マ
イ
ナ
保
険
証
を
保

有
し
て
い
な
い
被
保
険
者
に

つ
い
て
、
切
れ
目
な
く
医
療

サ
ー
ビ
ス
を
享
受
で
き
る
よ

う
、
資
格
確
認
書
の
交
付
事

務
を
と
り
進
め
る
。

　
１
．
マ
イ
ナ
保
険
証
申
請

数
は
、
町
で
把
握
で
き
な
い

の
か
。

　
２
．
町
に
マ
イ
ナ
カ
ー
ド

返
却
数
・
取
消
数
の
連
絡
は
。

　
３
．「
当
町
に
お
い
て
は
、

手
続
誤
り
等
は
発
生
し
て
い

な
い
」
で
は
な
く
、
現
時
点

で
も
確
認
作
業
が
で
き
な
い

事
例
に
気
が
付
か
な
い
の
で

は
。

　
４
．
医
療
保
険
情
報
と
マ

イ
ナ
カ
ー
ド
の
ひ
も
付
け
が

で
き
な
い
状
況
は
制
度
の
欠

陥
で
は
。

　
５
．
来
年
秋
、
紙
の
保
険

証
廃
止
は
不
可
能
と
考
え
る

が
町
の
所
見
は
。

　
６
．
デ
ジ
タ
ル
庁
の
「
最

大
　
田

　
　
　
勤 

議
員

紙
の
健
康
保
険
証
は
存
続
に

 

マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
た
な
い
被
保
険
者

　
　

  

全
員
に
資
格
確
認
書
交
付
徹
底
を
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５
．
６
．
作
業
室
内
の
温

度
は
計
測
し
て
い
な
い
。
外

気
を
取
り
込
む
た
め
の
扇
風

機
を
設
置
し
、
室
内
の
温
度

を
下
げ
て
い
る
。

　

危
害
防
止
基
準
の
策
定

は
、
法
律
で
総
合
的
、
計
画

的
な
対
策
を
推
進
す
る
こ
と

と
規
定
。
従
事
者
の
安
全
と

健
康
維
持
の
た
め
、
適
宜
、

情
報
共
有
を
行
い
、
必
要
に

■
再
質
問
■

■
教
育
長
■

■
教
育
長
■

応
じ
た
環
境
整
備
に
努
め
て

い
る
。

　
７
．
８
．
会
葬
者
の
安
全

性
や
、
作
業
員
の
労
働
環
境

を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
新

年
度
に
向
け
て
、
冷
房
機
器

が
未
設
置
の
高
齢
者
施
設
な

ど
、
町
全
体
で
設
置
の
優
先

度
や
必
要
性
を
判
断
し
て
い

く
。

　
１
．
22
日
間
。

　
２
．
３
．
４
．
国
の
指
針

等
を
参
考
に
「
熱
中
症
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
し
、
教

育
委
員
会
と
学
校
が
協
議
し

決
定
し
て
い
る
。

　
５
．
普
通
教
室
に
扇
風
機

等
１
２
２
台
、
体
育
館
に
大

型
送
風
機
16
台
、
保
健
室
等

に
エ
ア
コ
ン
８
台
、
遮
光

カ
ー
テ
ン
は
普
通
教
室
と
体

育
館
等
に
暗
幕
を
設
置
、
保

健
室
に
経
口
補
水
液
等
を
常

備
し
て
い
る
。

　
６
．
補
助
対
象
外
や
統
廃

合
が
目
前
で
あ
り
、
交
付
金

の
返
還
な
ど
も
想
定
さ
れ
る

た
め
慎
重
な
対
応
が
必
要
。

　
７
．
国
に
お
け
る
支
援
策

の
新
た
な
動
き
な
ど
も
注
視

し
な
が
ら
検
討
を
進
め
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

　

文
科
省
や
総
務
省
が
対
象

事
業
を
拡
大
。
制
度
の
活
用

へ
更
な
る
検
討
が
必
要
で
は

な
い
か
。

　

普
通
教
室
は
対
象
外
と
な

る
補
助
制
度
も
あ
る
。
国
の

動
き
を
注
視
し
て
い
く
。

大
　
石
　
美
　
雪 

議
員

岩
内
町
の
課
題
を
解
決
し
、

 

活
気
を
生
み
出
す
仕
掛
け
を

と
を
「
健
や
か
な
ま
ち
づ
く

り
」
と
定
義
し
て
い
る
。

　
２
．
町
へ
来
訪
を
促
す
た

め
の
目
的
づ
く
り
な
ど
の
具

体
化
が
重
要
。
現
在
策
定
し

て
い
る
立
地
適
正
化
計
画
や

産
業
振
興
プ
ラ
ン
の
中
で
、

お
示
し
で
き
る
よ
う
作
業
を

進
め
て
い
る
。

　
３
．
国
内
経
済
状
況
の
低

迷
を
起
因
と
す
る
民
間
投
資

の
減
少
な
ど
、
課
題
は
あ
る

も
の
の
、
岩
内
港
工
業
団
地

の
分
譲
及
び
土
地
利
用
を
進

め
る
た
め
、
ポ
ー
ト
セ
ー
ル

ス
を
継
続
し
、
臨
海
部
土
地

造
成
事
業
特
別
会
計
の
健
全

後
継
者
不
足
、
燃
料
費
や
資

材
の
高
騰
に
町
の
支
援
策

は
。

　
５
．
１
次
産
業
を
強
固
に

し
て
、
Ｕ
タ
ー
ン
、
Ｉ
タ
ー

ン
で
き
る
道
筋
は
。

　
１
．
町
総
合
振
興
計
画
の

基
本
理
念
と
し
て
示
し
て
い

る
。
地
域
住
民
が
主
体
性
を

持
っ
て
ま
ち
づ
く
り
活
動
に

参
加
し
、
自
ら
が
「
住
み
や

す
く
、
居
心
地
が
良
い
場

所
」
を
創
り
出
す
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
人
々
が
心
も

身
体
も
い
き
い
き
と
健
康
に

過
ご
せ
る
地
域
を
目
指
す
こ

  

１
．
７
月
20
日
か
ら
８
月

31
日
ま
で
の
町
の
真
夏
日
は

何
日
か
。

　
２
．
熱
中
症
予
防
運
動
指

針
指
数
に
沿
っ
て
対
応
し
て

い
る
の
か
。

　
３
．
運
動
中
止
判
断
は
ど

こ
が
行
う
の
か
。

　
４
．
暑
さ
対
策
や
熱
中
症

対
策
の
臨
時
休
校
、
午
前
授

業
等
の
判
断
基
準
と
判
断
は

い
つ
行
う
の
か
。

　
５
．
各
小
中
学
校
の
冷
房

設
備
の
設
置
状
況
は
。
遮
光

カ
ー
テ
ン
や
冷
風
機
等
の
設

置
数
は
。
保
健
室
等
ソ
フ
ト

面
の
暑
さ
対
策
と
取
組
は
。

　
６
．
大
規
模
改
造
（
空
調

整
備
）
事
業
（
学
校
施
設
環

境
改
善
交
付
金
）
や
新
型
コ

ロ
ナ
対
応
の
地
方
創
生
臨
時

交
付
金
、
緊
急
防
災
・
減
災

事
業
債
の
活
用
検
討
は
。

　
７
．
学
校
の
エ
ア
コ
ン
設

置
は
、
現
在
、
通
学
の
子
供

達
へ
学
び
の
保
障
の
た
め
に

３
年
間
待
た
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
教
育
長
の
判
断
は
。

子
ど
も
の
命
と
健
康
を
守
り
、
学
び
を
保
障

 

す
る
た
め
小
中
学
校
に
エ
ア
コ
ン
の
設
置
を

　

令
和
４
年
度
決
算
の
黒
字

な
ど
を
生
か
し
て
、
町
を
活

性
化
さ
せ
る
道
筋
に
つ
い

て
。

　
１
．「
健
や
か
な
ま
ち
づ

く
り
」
と
は
、具
体
的
に
は
。

　
２
．
道
の
駅
と
タ
ラ
丸
市

場
を
賑
や
か
に
す
る
た
め
の

課
題
、
解
決
方
法
は
。

　
３
．
臨
海
部
土
地
造
成
事

業
特
別
会
計
の
赤
字
の
解
決

方
法
と
課
題
は
。

　
４
．
農
業
の
肥
料
や
飼
料

の
高
騰
、
漁
業
の
磯
焼
け
や
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化
に
努
め
る
。

　
４
．
磯
焼
け
対
策
は
、
平

成
30
年
度
か
ら
敷
島
内
地
区

前
浜
の
一
部
海
域
で
、
海
藻

種
苗
や
母
藻
の
設
置
等
、
藻

場
造
成
を
行
っ
て
い
る
。
昨

年
11
月
に
農
業
者
・
漁
業
者

を
含
め
「
町
内
事
業
者
物
価

高
騰
対
策
支
援
金
」
を
給
付
。

今
後
も
関
係
機
関
と
情
報
共

有
を
図
り
、
農
業
者
及
び
漁

業
者
の
経
営
安
定
に
向
け
、

町
と
し
て
の
役
割
を
担
う
。

　
　
５
．
豊
か
な
水
産
物
・
農

産
物
と
そ
れ
を
育
む
農
山
漁

村
を
守
る
農
林
水
産
業
を
、

総
合
的
か
つ
横
断
的
に
推
進

し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
継
続

的
に
発
展
さ
せ
、
稼
ぐ
力
を

養
成
す
る
こ
と
が
、
魅
力
あ

る
産
業
の
構
築
に
繋
が
り
、

地
元
に
戻
っ
て
働
き
た
い
、

魅
力
あ
る
地
域
で
働
き
た

い
、
と
い
っ
た
意
識
の
醸
成

が
図
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

Ｕ
・
Ｉ
・
Ｊ
タ
ー
ン
を
促
す

も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

　
１
．
道
の
駅
を
早
急
に
物

販
中
心
に
変
え
て
い
く
考
え

は
。
ま
た
、
タ
ラ
丸
市
場
の

改
善
は
急
ぐ
必
要
が
あ
る
の

で
は
。

　
２
．
特
に
、
１
次
産
業
従

事
者
へ
の
支
援
に
力
を
入
れ

る
考
え
は
。

　
１
．
道
の
駅
は
、
地
場
産

品
な
ど
の
充
実
も
視
野
に
検

討
を
進
め
る
。
ま
た
、
タ
ラ

丸
市
場
は
、
改
善
に
向
け
て

検
討
す
る
。

　
２
．
今
後
も
、
農
業
者
及

び
漁
業
者
へ
の
支
援
策
に
つ

い
て
は
、
状
況
を
注
視
し
た

上
で
、
岩
内
郡
漁
協
や
Ｊ
Ａ

き
ょ
う
わ
な
ど
の
関
係
機
関

と
情
報
共
有
を
図
り
な
が

ら
、
必
要
に
応
じ
て
支
援
策

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

道
の
駅
と
タ
ラ
丸
市
場
は

い
つ
ま
で
検
討
し
、
実
施
予

定
は
。

　

立
地
適
正
化
計
画
と
産
業

振
興
プ
ラ
ン
の
策
定
後
に
進

め
る
。

■
再
質
問
■

子
育
て
応
援
と
学
び
に
適
し
た

　
　
　

 

教
育
環
境
の
整
備
を

■
再
々
質
問
■

　

国
は
憲
法
26
条
で
義
務
教

育
の
無
償
を
掲
げ
、
自
治
体

の
食
材
料
費
の
補
助
を
禁
止

し
て
は
い
な
い
。
２
０
０
５

年
の
食
育
基
本
法
を
受
け

２
０
０
８
年
の
学
校
給
食
法

は
、「
食
育
の
推
進
」を
加
え
、

給
食
を
教
育
の
場
に
し
た
。

　
１
．
学
校
給
食
を
無
償
に

す
る
考
え
は
。

　
２
．
学
校
給
食
費
の
未
納
、

滞
納
へ
の
対
応
は
。

　
３
．
学
校
給
食
の
食
育
の

取
組
は
。

　
４
．
小
中
学
校
の
令
和
７

年
度
ま
で
の
酷
暑
対
策
は
。

ま
た
８
年
度
の
新
校
舎
の
暑

さ
対
策
と
設
定
室
温
は
。

　
１
．
町
財
政
へ
の
影
響
は

大
き
く
、
持
続
可
能
な
学
校

給
食
運
営
の
観
点
か
ら
、
保

護
者
か
ら
の
負
担
は
必
要
で

あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

　
２
．
文
書
や
電
話
等
で
連

絡
し
、
保
護
者
と
の
納
付
相

談
等
を
行
い
納
付
勧
奨
に
努

め
て
い
る
。

　
３
．
各
地
の
伝
統
的
な
食

文
化
に
つ
い
て
の
理
解
を
深

め
る
た
め
、
西
日
本
地
域
の

郷
土
料
理
を
献
立
に
取
り
入

れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い

る
。

　
４
．
予
防
対
策
に
万
全
を

期
す
と
と
も
に
、
夏
休
み
期

間
の
延
長
や
、
国
に
お
け
る

支
援
策
の
新
た
な
動
き
な
ど

も
注
視
し
な
が
ら
検
討
を
進

め
る
。

　

学
校
環
境
衛
生
基
準
に
よ

る
範
囲
に
お
い
て
、
冷
暖
房

機
能
を
備
え
た
空
調
設
備
の

温
度
設
定
を
行
う
。

　
１
．
小
中
学
校
の
給
食

費
の
保
護
者
負
担
は
年
約

３
千
６
百
万
円
。
負
担
軽
減

の
た
め
に
財
源
の
確
保
の
考

え
は
。

　
２
．
新
校
舎
の
た
め
２
年

間
を
し
の
ぎ
、
そ
の
結
果
の

「
轍
鮒
の
急
」
を
避
け
る
策

は
。

　
１
．
公
平
性
や
施
策
の
バ

ラ
ン
ス
、
優
先
性
な
ど
を
考

慮
し
、
慎
重
な
対
応
が
必
要

と
考
え
る
。

　
２
．
国
に
お
け
る
支
援
策

の
新
た
な
動
き
な
ど
を
注
視

し
な
が
ら
、
暑
さ
対
策
に
つ

い
て
検
討
を
進
め
る
。

  
     

   
 

■
教
育
長
■

■
教
育
長
■

■
再
質
問
■

　９月　４日　決算特別委員会
　    　６日　第７５回小樽・後志社会福祉大会
　　　　８日　自由民主党北海道第四選挙区支部
　　　　　　　移動政調会
　　　　９日　第７５回岩内町敬老会
　　　１１日～１５日　
　　　　　　　第３回定例会再開
　　　１５日　ゼロカーボン議員勉強会
　　　２１日　しりべし高速交通ネットワーク
　　　　　　　フォーラム２０２３
　　　２４日　岩内消防団秋季消防演習
　　　２８日　復活はしご酒大会

１０月１３日　建設産業委員会
　　　１５日　陸上自衛隊北部方面隊創隊７１周
　　　　　　　年記念祝賀会
　　　２４日　道産木材及び地域材の利用推進に
　　　　　　　係る講演会、意見・情報交換会
　　　３１日～１１月２日　
　　　　　　　社会文教委員会行政視察

議   会   日   誌議   会   日   誌
　８月　２日　北海道森林・林業・林産業活性化  
　　　　　　　促進議員連盟連絡会定期総会
　　　　５日　いわない怒涛まつり開祭式
　　　　８日　岩内町戦没者追悼式
　　　１０日　国道２２９号余市・岩内・島牧間
　　　　　　　整備促進期成会総会・要望
　　　１７日　北海道町村議会議長会議会広報研
　　　　　　　修会
　　　２０日　共和かかし祭り
　　　２２日　原子力発電所問題特別委員会
　　　　　　　岩宇正副議長会臨時総会
　　　２３日　社会文教委員会
　　　２４日　建設産業委員会
　　　２５日　総務委員会
　　　２８日　議会運営委員会
　　　２９日　後志町村議会議長会議員研修会

　９月　１日　第３回定例会招集
　　　　　　　決算特別委員会招集
　　　　３日　岩内青年会議所創立６５周年・認
　　　　　　　証６０周年記念式典・懇親会
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「
議
会
だ
よ
り
１
６
２
号
」

を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
第

３
回
定
例
会
で
の
一
般
質
問

を
中
心
に
編
集
し
ま
し
た
。

　

ぜ
ひ
ご
覧
に
な
っ
て
、
町

の
方
針
や
議
会
活
動
も
ご
理

解
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、
議
会
だ
よ
り
で
は
、

代
表
・
一
般
質
問
を
要
約
し

て
お
届
け
し
て
い
ま
す
。
議

会
の
一
部
し
か
お
伝
え
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

町
政
を
一
層
ご
理
解
い
た
だ

く
た
め
、
町
議
会
を
傍
聴
く

だ
さ
い
。

　

会
議
の
内
容
は
、
会
議
録

に
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
お
り

ま
す
の
で
、
ご
覧
に
な
り
た

い
方
は
議
会
事
務
局
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
議
会
だ
よ
り
に
対

す
る
ご
意
見
ご
要
望
等
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
議
会
事
務
局

ま
で
ぜ
ひ
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

 

（
議
会
運
営
委
員
会
）

　
平
成
三
年
四
月

よ
り
九
期
三
十
三

年
間
、
岩
内
町
議

会
議
員
を
務
め
ら

れ
ま
し
た
三
浦

富
彦
氏
（
行
年

七
十
七
歳
）
が
、

令
和
五
年
九
月

二
十
四
日
逝
去
さ

れ
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
ご
生
前

の
ご
遺
徳
を
偲

び
、
謹
ん
で
ご
冥

福
を
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書

　北海道は、豊かで美しい自然環境に恵まれ、国土の５分の１以上を占め
る広大な大地と海に育まれた豊富で新鮮な食を強みに我が国の食料供給を
担うとともに、特有の歴史・文化や気候風土などを有しており、これらの
独自性や優位性を生かしながら、将来にわたって持続可能な活力ある北海
道の実現を目指しています。
　こうした中、地域の産業を支える本道の道路を取り巻く環境は、激甚化・
頻発化する自然災害による交通障害の発生や日本海溝・千島海溝沿いの巨
大地震等のリスクが増大するなど、防災・減災、国土強靱化の取組が喫緊
課題になるとともに、道路施設の老朽化や通学路等の安全対策の推進が大
変重要となっています。
　今後は、北海道の強みである「食」や「観光」に関連する地域が持つ潜
在力が最大限発揮されるよう、平常時・災害時を問わない北海道を支える
基盤の確立に向け、安定的な物流や広域周遊観光を支える道路の整備が必
要不可欠であります。加えて、積雪寒冷地の本道においては、安定的な除
排雪体制の確保など、冬期間の住民の安全・安心を図ることが必要であり
ます。
　そのため、地方財政は依然として厳しく、また資材価格の高騰や賃金水
準が上昇する中、道路整備、管理に必要な予算を安定的に確保することが
重要であります。
　よって、国においては、国土の骨格を形成する高規格道路から国民の日
常生活に最も身近な市町村道に至る道路網の整備や老朽化対策などを着実
に推進し、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」をより一
層推進するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望しま
す。

 記
１．道路の整備・管理が長期安定的に進められるよう、新たな財源の創設 
　及び必要な予算を確保すること。
２．「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を計画的に進め
　るために必要な予算・財源を例年以上の規模で確保するとともに、５か
　年加速化対策期間完了後も、昨今の地震・豪雨・豪雪などの災害の状況
　を踏まえ、国土強靱化に必要な予算・財源を通常予算とは別枠で確保し、
　継続的に取り組むこと。
３．高規格道路におけるミッシングリンクの解消及び暫定２車線区間の４
　車線化や、　直轄国道の連携によるダブルネットワークの構築など、国土
　強靱化に資する災害に強い道路ネットワークの整備を推進すること。
４．橋梁、トンネル等の老朽化対策を推進し、予防保全による道路メンテ
　ナンスへ早期に移行するため、維持管理・更新事業に必要な技術的支援 
　の拡充や予算を長期安定的に確保するほか、舗装修繕等の維持管理に係
　る制度創設や財政支援の充実・強化を図ること。
５．地域の安全な暮らしや経済活動を支える基盤づくりのため、子どもた
　ちの安全・安心を守る通学路等の交通安全対策を強化・推進するとともに、
　冬期における安全な道路交通を確保するための道路整備や除排雪を含む
　安定した維持管理の充実に必要な予算を確保すること。
６．災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建
　設部の人員体制の充実・強化を図ること。

　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出いたします。

　　　　　　　                                  令和５年９月１５日

　　衆議院議長
    参議院議長
    内閣総理大臣
    総務大臣              殿
    財務大臣
　　国土交通大臣
　　国土強靱化担当大臣

　　　　　　　                    岩内町議会　議　長　永　井　　明

軽油引取税の課税免除特例措置の継続を求める意見書

　軽油引取税については、平成２１年度の地方税法の改
正により、道路特定財源から一般財源化され、これに伴い、
道路の使用に直接関連しない機械等に使われる軽油に設
けられている免税制度が、令和３年３月末で廃止される
予定となっていましたが、索道事業者等からの強い要望
により３年間延長措置が認められ、令和６年３月末での
適用期限を迎えます。
　索道事業では、スキー場のゲレンデ整備に使用する圧
雪車の燃料、降雪機の動力源として使用する軽油につい
て免税となっており、この制度がなくなれば、スキー人
口の減少等から現在でさえ大変厳しい経営環境をさらに
圧迫し、スキー場の経営は一層厳しいものとなり、北海
道の観光及び経済にも大きな打撃を与えることが危惧さ
れます。
　当町内のスキー場におきましても、安全・安心かつ快
適なゲレンデを提供するため雪面整備に圧雪車等を使用
しており、スキー場の経営維持に軽油引取税の免税措置
は不可欠なものとなっております。
　よって、国においては、索道事業者、農林水産事業者、
鉱物採掘事業者など幅広い産業への経営が圧迫され、地
域経済を支えている産業の衰退を招くことのないよう、
軽油引取税の課税免除措置を継続するよう強く要望しま
す。

　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提
出いたします。

　　　　　　　　　　　     　　 令和５年９月１５日

    衆議院議長
    参議院議長
    内閣総理大臣
    総務大臣　　　　　殿
    財務大臣
　　農林水産大臣
　　経済産業大臣
　　国土交通大臣

　　　　　　　　　岩内町議会　議　長　永　井　　明


